
令和８年度 名張市空き家情報誌協働発行事業に係る企画提案 実施要領 

 

 

１ 目的 

この要領は、名張市内の空き家の所有者を対象とした、本市の空き家支援情報

及び空き家管理に関する内容等を掲載した冊子（以下「冊子」という。）の協働

発行業務について、必要な事項を定めるものとする。 

なお、この事業については、企画提案が選定された者（以下「協働発行事業

者」という。）が募集する広告収入による作成を行う方法により、編集・印刷等

の経費を市が負担することなく発行するものである。 

さらに、企画提案においては、従来の事業提案にとどまることなく、関係法令

を遵守する中で、冊子発行前後で本市に対して有益となる事業展開により、本市

における空き家をはじめとする課題解決に資するものとする。 

 

２ 業務の内容 

別紙：令和８年度 名張市空き家情報誌協働発行事業に係る企画提案 仕様書

（以下「仕様書」という。）のとおりとする。 

 

３ 企画提案参加者の資格要件 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２

項の規定に該当しない者であること。 

(2) 名張市入札参加資格者名簿における、物件納入・業務請負の登録事業者である

こと。 

(3) 参加申込時点において、本市から指名停止を受けていない者であること。 

(4) 納期の到来している法人税及び法人事業税を完納していること。 

(5) 名張市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成30年告示第62号）

第２条第８号に規定する暴力団、若しくは同条第９号に規定する暴力団関係者

ではない者又はこれらの者でなくなった日から５年を経過しない者。 

(6) 令和３年度以降において、地方公共団体の印刷物の作成等業務を受託した実績

があり、かつ、地方公共団体の広告業務に関する契約（民間事業者との契約を

含む）を履行した実績があること。 

 

４ 参加の申込 

企画提案参加者の募集は、公告及びホームページに掲載して行う。 

(1) 提出書類及び提出部数 

ア 企画提案参加者資格審査申込書（様式第１号）    １部 

イ 企画書（本市に対する有益な事業提案を含む）   １０部 

ウ 成果品見本                   １０部 

エ 会社概要等                   １０部 



オ 法人税及び法人事業税の未納が無いことの証明書   １部 

企画提案の参加に際しては、「１．目的」に基づき、「見出し」「本文作

成」「デザイン・レイアウト」「イラスト作成」など必要な作業を行い、成果

品見本を提出する。 

また、構成に関する企画書等を作成し提出すること。なお、基本的に書式は

Ａ４サイズ、様式は自由とする。これらの提案内容については、協定締結時に

当該協定書類に添付及び遵守することとし、協定期間中、提案内容の実現に向

けた協議及び取組を図ることとする。 

(2) 実施要領等配布期間・受付期間（期限厳守） 

①配布期間：令和８年３月２日（月）から同年３月１９日（木）午後５時まで 

②受付期間：令和８年３月９日（月）から同年３月１９日（木）午後５時まで 

(3) 申込書の提出場所及び問い合わせ先 

〒518-0492 三重県名張市鴻之台1番町1番地 

名張市 都市整備部 住宅室 

電話：0595-63-7740 ＦＡＸ：0595-63-4677 

E-mail：jutaku@city.nabari.lg.jp 

(4) 提出方法 

提出場所に持参、郵送により提出しなければならない。（ＦＡＸ・電子メール

などによるものは認めない。）なお、郵送の場合も提出期限までに必着とし、天

災を除き、輸送途中のトラブル等は考慮しない。 

 

５ 本業務に関する質問 

本業務の内容や企画提案に係る質問については、質問書（様式第２号）により

提出すること。 

(1) 提出方法 

ＦＡＸ又は電子メールにて提出すること。 

(2) 提出先 

〒518-0492 三重県名張市鴻之台1番町1番地 

名張市 都市整備部 住宅室 

電話：0595-63-7740 ＦＡＸ：0595-63-4677 

E-mail：jutaku@city.nabari.lg.jp 

(3) 回答方法 

質問に対しては、ホームページにて回答する。 

(4) 質問期限・返答期限 

質問期限は、令和８年３月２日（月）から令和８年３月１１日（水）午後５時

まで（期限厳守）とする。 

回答は、令和８年３月１６日（月）午後５時までに行う。 

 

 

mailto:jutaku@city.nabari.lg.jp
mailto:jutaku@city.nabari.lg.jp


６ 事業者の選定方法 

(1) 選定方法 

募集期間終了後、令和８年３月２７日（金）開催予定の審査委員会において提

案書の書面審査及び事業者からの提案により選定審査を実施し、審査項目ごとに

評点付けし、すみやかに最高得点者を選定する。 

(2) 失格事項等 

ア 企画提案の参加に関する提出書類（以下「提案書等」という。）の提出方

法、提出先及び提出期限に適合しなかった場合 

イ 企画提案参加者の資格要件を欠く場合 

ウ 提案書等が不足する場合 

エ 提案書等に虚偽の内容が記載されている場合 

オ 実施要領に記載のある必要事項を満たしていない場合 

カ 実施要領に定められた以外の方法により、関係者に企画提案に対する援助を

直接的又は間接的に求めた場合 

キ その他実施要領の規定に違反した場合 

(3) 選定結果の通知 

選定結果は、企画提案参加者に協働発行事業者選定結果（様式第３号）を文書

で通知し、選定された者と必要書類を交わすこととする。 

なお、選定結果に関する異議の申し立ては一切認めない。 

 

７ 審査項目 

評価項目 点数 合計 

１ 業務実績 １５点 

審査員１人あたり 

１００点 

２ 製作体制 １５点 

３ 企画性 ４０点 

４ 有益提案 ３０点 

 

８ 提案書等の取扱い等 

提出された提案書等の取扱いは次の各号による。 

(1) 提案書等の作成、提出など、企画提案への参加に関する一切の費用は、企画提

案参加者の負担とする。 

(2) 提出された提案書等は返却しない。 

(3) 提出された提案書等は、審査及び説明のために必要と認める場合は、その写し

を作成し、使用することができる。 


